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 県土整備部長の小浪でございます。 

 委員各位におかれましては、県土整備行政の推進に

格別のご指導、ご鞭撻を賜り厚く御礼申し上げます。 

 それでは、今議会に提案しております諸案件につい

て、ご説明申し上げます。 

 議案書１ページをご覧ください。 

 議案第１４６号「令和７年度和歌山県一般会計補正

予算」のうち、県土整備部関係といたしまして、 

第６款 農林水産業費で      ２７１万５千円、 

第８款 土木費で     ３億１，７８７万７千円、 

合計で、３億２，０５９万２千円の増額補正をお願い

しております。 

主な理由としては、県人事委員会勧告を踏まえた給

与改定に係る人件費の増加に対応するためのものでご

ざいます。 

次に、議案書５ページをご覧ください。 

繰 越 明 許 費 の 補 正 と し て 、 第 ８ 款  土 木 費 で 、  
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 ８億８，８１３万円をお願いしています。 

次に、議案書６ページをご覧ください。債務負担行

為の補正につきましては、県土整備部といたしまして、

追加で１件をお願いしております。 

内容につきましては、補正予算説明書に基づき、ご

説明いたします。 

補正予算説明書（出）３６ページをご覧ください。 

第８款 土木費、第１項 土木管理費、第１目 土

木総務費の１億１，９６６万５千円のうち、 

２３５万８千円につきましては、人事委員会勧告に基

づく給与改定に係る登記業務専門員の人件費に要する

経費でございます。 

次に、（出）３８ページをご覧ください。 

第３項 河川海岸費、第１目 河川総務費の 

１，２７８万６千円のうち２４８万７千円につきまし

ては、人事委員会勧告に基づく給与改定に係るダム管

理員の人件費に要する経費でございます。 
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第３目 砂防費の３１４万２千円につきましては、

人事委員会勧告に基づく給与改定に係る土砂災害啓発

施設管理員の人件費に要する経費及び土砂災害への対

策の実施に要する経費でございます。 

次に、（出）３９ページをご覧ください。 

第４項 港湾費、第１目 港湾管理費の５１４万８千円 

のうち１３万７千円につきましては、人事委員会勧告

に基づく給与改定に係る不法占用対策専門員の人件費

に要する経費でございます。 

第３目 空港管理費の１億６，０００万円につきま

しては、熊野白浜リゾート空港と無料駐車場を結ぶ通

路の安全対策やカメラシステム一式の更新に要する経

費でございます。 

また、人事委員会勧告に基づく給与改定に係る県土

整備部関係職員の職員費といたしまして、 

（出）３１ページの第６款 農林水産業費、第５項 水

産業費、第１目 水産業総務費で２７１万５千円、 
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（出）３６ページの第８款 土木費、第１項 土木管

理費、第１目 土木総務費で１億１，７３０万７千円、 

（出）３７ページの第２項 道路橋りよう費、第１目 

道路橋りよう総務費で２２０万５千円、第２目 道路

維持費で９３３万３千円、 

（出）３８ページの第３項 河川海岸費、第１目 河

川総務費で１，０２９万９千円、 

（出）３９ページの第４項 港湾費、第１目 港湾管

理費で５０１万１千円、 

（出）４０ページの第５項 都市計画費、第１目 都

市計画総務費で５５９万８千円の増額補正をお願いし

ております。 

次に、国の経済対策を活用し、速やかに事業着手を

するため、一般会計補正予算と流域下水道事業会計補

正予算を合わせて、２６４億２，７２４万７千円の増

額補正をお願いしております。 

まず、一般会計補正予算ですが、追加議案の議案書
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１ページをご覧ください。 

議案第１７７号「令和７年度和歌山県一般会計補正

予算」のうち、県土整備部関係といたしまして、 

第２款 総務費で     ５億３，５５６万５千円、 

第６款 農林水産業費で   １３億６，０９３万円、 

第８款 土木費で   ２３８億７，９７５万２千円、 

合計で、２５７億７，６２４万７千円の増額補正をお

願いしております。 

次に、追加議案書４ページをご覧ください。 

繰越明許費の補正の追加として、 

第２款 総務費、第２項 企画費で、 

５億３，５５６万５千円、 

第６款 農林水産業費、第５項 水産業費で、 

  １３億６，０９３万円、 

第８款 土木費で、２００億９，０５６万９千円、 

合計２１９億８，７０６万４千円をお願いしています。 

次に、追加議案書６ページをご覧ください。 
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繰越明許費の補正の変更として、 

第８款 土木費で、４４億８，６５８万２千円をお願

いしています。 

次に、追加議案書１０ページをご覧ください。 

議案第１７８号「令和７年度和歌山県流域下水道事

業会計補正予算」として、資本的収入及び支出で、 

６億５，１００万円の増額補正をお願いしております。 

内容につきましては、補正予算説明書（追加）に基

づき、ご説明いたします。 

（出）１ページをご覧ください。 

第２款 総務費、第２項 企画費、第３目 土地利

用対策費の５億３，５５６万５千円につきましては、

災害後の復旧・復興の迅速化を図るため、土砂災害警

戒区域等の今後の災害が想定される地域での地籍調査

を推進するために要する経費でございます。 

次に、（出）８ページをご覧ください。 

第６款 農林水産業費、第５項 水産業費、第８目 
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漁港建設費の１３億６，０９３万円につきましては、

串本漁港等の津波対策や老朽化対策等を推進するため

の経費でございます。 

次に、（出）１０ページをご覧ください。 

第８款 土木費、第２項 道路橋りよう費、第２目 

道路維持費の３８億８，６２８万３千円につきまして

は、舗装や橋りょう等の老朽化対策、地震・風水害等

の災害時に緊急輸送道路の通行確保を図るための橋り

ょうの耐震化や法面強化、無電柱化の推進及び通学路

における交通安全対策に要する経費でございます。 

第３目 道路新設改良費の３４億９，７８３万７千円

につきましては、国道１６８号等の幹線道路網等の整

備に要する経費でございます。 

次に、（出）１１ページをご覧ください。 

第３項 河川海岸費、第２目 河川改良費の 

７７億７，４９８万円につきましては、西川等の河川

整備に要する経費でございます。 
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第３目 砂防費の４０億２，６０６万２千円につきま

しては、有田川町川口地区等の急傾斜地崩壊対策及び

砂防工事等に要する経費でございます。 

次に、（出）１２ページをご覧ください。 

第４目 海岸保全費の２億９，２９０万円につきま

しては、那智勝浦海岸等の老朽化対策等を推進するた

めの経費でございます。 

次に、（出）１３ページをご覧ください。 

 第４項 港湾費、第２目 港湾建設費の 

２８億８，１５３万円につきましては、日高港等の津

波対策や高潮対策等を推進するための整備に要する経

費でございます。 

 次に、（出）１４ページをご覧ください。 

第５項 都市計画費、第２目 街路事業費の 

２億３，１４０万円につきましては、都市計画道路 

文里湾横断道路等の整備に要する経費でございます。 

第３目 公園費の２億５，８５６万円につきましては、 
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県立橋本体育館等の老朽化対策等に要する経費でござ

います。 

次に、（出）１５ページをご覧ください。 

第６項 住宅費、第２目 住宅建設費の 

１０億３，０２０万円につきましては、県営住宅 栄
さかえ

谷
だに

団地等の老朽化対策に要する経費でございます。 

 続いて、流域下水道事業会計の概要でございますが、

（特）１ページ「流域下水道事業会計」をご覧ください。 

 資本的収入及び、（特）２ページの資本的支出の、

６億５，１００万円につきましては、紀の川流域下水

道（伊都処理区）等の老朽化対策等に要する経費でご

ざいます。 

また、補正予算に関連いたしまして、議案書９７ペ

ージ、議案第１６７号及び追加議案の議案書１３ペー

ジ、議案第１７９号で、「令和７年度建設事業施行に

伴う市町村負担金について」をお願いしております。 

次に、補正予算以外の議案につきましてご説明いた
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します。 

議案書４８ページをご覧ください。 

総務委員会付託案件でございますが、議案第１５７号 

「和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部を改

正する条例」につきましては、建築基準法施行令の一

部改正に伴う規定の整備をお願いするものが含まれて

おります。 

次に、議案書５１ページをご覧ください。 

議案第１５９号「和歌山県建築基準法施行条例の一

部を改正する条例」につきましては、建築基準法施行

令の一部改正に伴い、規定の整備をお願いするもので

ございます。 

次に、議案書９５ページをご覧ください。 

総務委員会付託案件でございますが、議案第１６６号 

「和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条

例」につきましては、建築基準法施行令の一部改正及

び マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 の 
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一部改正に伴う規定の整備をお願いするものが含まれ

ております。 

次に、議案書９９ページをご覧ください。 

議案第１６９号「訴訟の提起について」につきまし

ては、県営住宅の家賃の滞納に伴う住宅明渡し及び滞

納家賃の請求の訴訟を提起するものでございます。 

次に、議案書１０２ページ及び１０３ページをご覧

ください。 

議案第１７２号及び議案第１７３号につきまして

は、所管する施設の指定管理者を指定するものでござ

います。 

次に、議案書１０６ページをご覧ください。 

議案第１７６号につきましては、工事請負契約の締

結に関し議決をお願いするものでございます。 

 次に、地方自治法第１８０条第１項の規定による知

事専決処分報告３ページの諸報第５９号から１０ペー

ジの諸報第６６号につきましては、車両損傷事故に伴
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う損害賠償の額について、１１ページの諸報第６７号

につきましては、河川敷地内の立木の倒木に伴う損害

賠償の額について、２１ページの諸報第７７号につき

ましては、車両転倒事故に伴う損害賠償の額について、

２４ページの諸報第８０号につきましては、職員の公

務中における交通事故に伴う損害賠償の額について、

知事において専決処分を行ったため、報告を行うもの

でございます。 

 続きまして、県土整備部関係の主な取組等について、

ご報告いたします。 

まず、道路局関係でございます。 

紀伊半島を一周する高速道路につきましては、令和

９年夏に開通予定のすさみ串本道路では、一日も早い

完成に向けて全線において工事が進められておりま

す。 

引き続き、残る区間も含め、「紀伊半島一周高速道

路」の早期完成に向け、事業促進に取り組んでまいり
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ます。 

印南から南紀田辺間の４車線化につきましては、現

在、西日本高速道路株式会社においてトンネルや橋梁

などの工事が鋭意進められております。 

次に、高速道路とあわせ県内外の一体的発展に寄与 

する幹線道路の整備につきましては、直轄国道事業で

は、国道４２号有田海南道路において、残る未整備区

間でトンネルや橋梁などの工事が引き続き進められて

おります。また、国道１６９号奥
おく

瀞
どろ

道路Ⅲ期において

も、橋梁などの工事が着実に進められております。 

県事業では、県道海南
かいなん

金屋
か な や

線において、鏡石
かがみいし

トンネ

ルを含む約４．８ｋｍ区間が、来年１月１８日に開通

するなど、着実に道路ネットワークの整備が進展して

います。 

次に、河川下水道局関係でございます。 

直轄河川事業につきましては、紀の川では、藤崎狭

窄部対策をはじめとする紀の川本川
ほんせん

の整備が進められ、 
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熊野川では、河口付近の河道掘削等が進められており

ます。また、直轄砂防事業につきましては、那智川や

三
み

越川
こしがわ

等において砂防工事が進められております。 

県事業においても、七
なな

瀬川
せ が わ

や西川
にしかわ

等の河川整備に加

え、樮
ほくそ

川
がわ

や砂子
す な ご

地区等で砂防施設の整備を着実に進め

ています。 

また、本年１月に特定都市河川に指定した西川
にしかわ

流域

では、９月に流域水害対策計画を策定し、流域のあら

ゆる関係者が協働して、ハード、ソフト一体的に対策

を行う、流域治水の取組を本格的に進めてまいります。 

下水道及び浄化槽関係につきましては、紀の川流域

下水道（伊都処理区）において、埼玉県八潮市の下水

道破損事故を受けた「下水道管路の全国特別重点調査」

の結果、緊急対策が必要な管路について老朽化対策等

を行います。 

また、汚水処理人口普及率向上のため、単独処理浄

化槽等から合併処理浄化槽への転換に取り組んでいる
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ところです。 

次に、都市住宅局関係でございます。 

都市政策につきましては、人口減少、高齢化が進む

中、都市機能等の集約など「コンパクトなまちづくり」

や、地域の個性を生かした魅力ある景観形成による価

値の向上や活力の創出を促進しています。今後も市町

と連携しながら、持続可能なまちづくりに取り組んで

まいります。 

住宅の耐震化につきましては、南海トラフ地震等に

備え、補助金等を活用した住宅耐震化の促進に取り組

んでいるところです。引き続き所有者等に対し支援制

度の普及・啓発に努めてまいります。 

また、県営住宅の老朽化対策につきましては、建物

の長寿命化を図るため順次改修等に取り組むととも

に、適宜建替等を進めているところです。今年度は、

宮前駅前団地の外部改修工事や下富安団地の建替設計

などを進めております。 
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次に、港湾空港局関係でございます。 

まず、直轄港湾事業については、和歌山下津港や日

高港における泊地
は く ち

浚渫等が進められています。また、

直轄海岸事業については、和歌山下津港海岸における

津波浸水対策が進められています。 

 県事業につきましては、３連動地震に対する津波対

策として、那智勝浦海岸で護岸の嵩上げを行うととも

に、経済被害を抑え早期の復旧・復興につなげるため、

由良港や串本漁港など県内の主要な港湾や漁港におい

て、防波堤の改良等を進めてまいります。 

  港湾の振興につきましては、ダイヤモンド・プリン

セスが２回寄港するなど、今年の県内の港湾へのクル

ーズ客船の寄港数が堅調に伸びており、１１月末時点

の寄港数は３６回と、これまで最多であった令和５年

の年間２０回を既に超える実績となっております。今

後も港湾の利用促進を通じ、地域の経済振興を図って

まいります。 
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次に、空港の振興につきましては、地元需要の喚起

とビジネス利用の一層の促進を図るため、１０月１４

日から来年３月１５日まで、県内の商工会、商工会議

所の事業者の皆様を対象に、ビジネス利用応援キャン

ペーンを実施しています。 

また、１２月５日から来年２月９日の間に、北海道

や熊本、沖縄などから株式会社フジドリームエアライ

ンズのプログラムチャーター便が計１４便運航されま

す。  

引き続き、航空会社とも連携を図りながら、熊野白

浜リゾート空港の利用促進に取り組んでまいります。 

 以上、概略ではございますが、県土整備部関係の説 

明とさせていただきます。何卒よろしくご審議くださ

いますようお願い申し上げます。  


